
1 

 

平成23年6月10日  

 

東日本大震災緊急災害対策本部への要請＜第９弾＞ 
 

東北志士の会 代表  
自由民主党福島県第二選挙区支部長  
郡山市防災対策アドバイザー  

根 本  匠 

 

「原発起因災害」克服総合戦略を創設し、 

国家プロジェクトとして取り組め 
 

 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する二次災害（「原発起因災害」）は、 

大地震や大津波と同様の「災害」として捉え、放尃線・放尃能や風評被害などへの

対策については、包括的・体系的な「原発起因災害」克服総合戦略を創設し、国家

プロジェクトとして国が責任を持って対処すべきである。何よりもスピードだ。 

 

【取り組むべき政策７本柱】 

Ⅰ．放尃線、放尃能の現状の正確な把握と除染 

Ⅱ．放尃能、放尃線の正しい理解 

Ⅲ．子どもの健康を守る。県民の健康を守る。 

Ⅳ．農産物、加工食品、工業製品等の検査、安全証明、産業別風評被害対策 

Ⅴ．風評被害への適切な補償  

Ⅵ．「原発起因災害」への国の財政支援「原発起因災害交付金」を創設 

Ⅶ．雇用の確保、企業再生、地域の活力を取り戻す 

 

 

○東京電力福島第一原子力発電所の事故による放尃性物質の拡散は農産物、加工食品、

観光への風評被害から子供たちの健康への影響、産業の空洞化の恐れ等人の健康か

ら産業活動まで、その影響は原発警戒・避難区域を超え広範囲に拡がり、立ち入り

が制限された警戒区域等の原発災害対策と共に、原発に起因する二次災害として緊

急に対応する必要がある。 

 

○大地震、大津波からの復旧、復興対策は阪神大震災時よりも遅れているとはいえ、

施策もある程度整い、岩手、宮城の復興は今後急速に進むものとみられる。 

 

○しかしながら、原発事故の早期収束は当然のこととして、原発に起因する二次災害、

すなわち過去に例を見ない「原発起因災害」は、校庭の表土除去問題に見られるよ

うに、国の対応は後手に回り、個々の対策は手探りの状態、しかもスピードは遅い。 
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○県民の間には、放尃能に対する漠然とした不安、将来の生活の不安が高まっている。

風評被害も観光、農業、加工食品から工業製品までその影響が広範に及び、経済活

動に深刻な打撃を与えている。 

 

○このままでは、福島県の復旧、復興は遅れ、地域が衰退する恐れがある。原発問題

は、福島県が直面する問題だけに、政治主導を標榜する現政権がなすすべもなく立

ちすくみ、国としての責任を果たせないのなら、地域から立ち上がるしかない。 

 

○「原発起因災害」対策は、時間との競争。原発事故の収束をまって取り組むのでは

遅すぎる。大地震・大津波からの復旧、復興対策とは「別の特別な枠組み」が必要

だ。問題点をすべて洗い出し、個々の課題に迅速に対処すると共に、全体を俯瞰し、

総合的な対策を政策パッケージとして構築（「原発起因災害」克服総合戦略）、国家

プロジェクトとして推進する必要がある。 

  「原発起因災害」工程表を策定し、短期、中期、長期のタイムスケジュール、国、

県、市町村の役割分担を明確化し、総合的、計画的に対策を実施すべきである。 

  その際、大地震、大津波の「災害」復旧と同様に「原発起因災害」は、東京電力

に任せるのでなく、「災害」と捉え、国が責任を持って対処すべきである。 

 

 

【取り組むべき政策７本柱】 

Ⅰ．放尃線、放尃能の現状の正確な把握と除染 

Ⅱ．放尃能、放尃線の正しい理解 

Ⅲ．子どもの健康を守る。県民の健康を守る。 

Ⅳ．農産物、加工食品、工業製品等の検査、安全証明、産業別風評被害対策  

Ⅴ．風評被害への適切な補償 

Ⅵ．「原発起因災害」への国の財政支援「原発起因災害交付金」を創設 

Ⅶ．雇用の確保、企業再生、地域の活力を取り戻す 

  

 

Ⅰ．放尃線、放尃能の現状の正確な把握と除染 

  

放尃線モニタリングの対象地点を大幅に拡大し、必要な地域の除染を目に見える形

でスピード感を持って実施。住民の皆さんの不安を和らげる。原発の収束を待って取

り組むのでは遅すぎる。 

 

１、放尃線詳細モニタリング 

    放尃能の飛散は広域に拡がっている。県内の放尃線量を地域別にきめ細かに

計測、継続的にモニタリング。地域ごとの放尃線量を正確に把握、公表。 

国、県、市町村等、関係機関の連携の強化、一元化。（統一的な計測マニュ

アル等。） 
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２、土壌等の放尃能調査、検査、除染 

   

（１）土壌等の放尃能調査、検査 

     放尃線モニタリング、放尃線量分布マップ（文科省）等に基づき、必要な

地域について校庭、田畑、公園、公共施設等の土壌を調査し、放尃線量、放

尃能を検査。 

   

（２）土壌等の放尃性物質を除染 

     地域放尃線量、放尃性物質の現状の調査分析をもとに、校庭、田畑、公園、

公共施設等、必要な地域について放尃性物質を除染。放尃線量を低下させる

あらゆる手だてを講じる。 

     

【 例：校庭 3.8 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/ｈ → 1.0 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/ｈを超える校庭の表

土を除去。 

        郡山市は全国に先駆けて実施。残土の処分方法を早急に確立。 

        田畑、農水省が放尃性物質の除去方法について実証実験。モデル的

に、多様な手法を試行、実施、支援。 】 

  

 

３、放尃性物質を含む残土、がれき等の処分方法の確立 

    現行の法体系においては、放尃性物質を含むモノ（廃棄物）について原発敷

地内等については原子炉等規制法で規制されるが、環境基本法等の環境関連法

規においては、放尃性物質による汚染については基本的に適用除外となってい

る。放尃性物質を含む残土、がれき等についても廃棄物法の適用がされず、処

分方法が規定されていない。すなわち、法の空白にある。 

放尃性物質を含む廃棄物について、 

① 環境省、経産省、農水省等の関係省庁において早急に協議し、必要な法

改正を含め、収集・運搬・処分方法等について、ルールを策定。 

② 一定のルールが策定されるまでの間は、校庭の残土等について、原因者

負担の原則に基づき、放尃性物質の処理ノウハウを有する発生源たる原

発の敷地内に一時保管。 

   等の方針を国の責任において明示すべきである。 

 

 

４、放尃性物質除去の研究開発、技術開発の促進 

土壌、水からの放尃能除去に関する研究開発、技術開発の促進。 

民間の技術開発、導入を促進するため、民間の有する新しい処理方法等を公募

し、オーソライズ。 

放尃線の検査需要は急増しているが、検査機関は国・公益法人に限定。民間の

研究機関等の活用を促進するため、専門性を担保するための登録制を導入し、国

がその能力を証明。 
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Ⅱ．放尃能、放尃線の正しい理解 

 

原発事故以来、放尃線・放尃能の健康への不安が拡がっている。 

その原因は、①公表される放尃線量や、規制基準とされる数値が健康にどの程度の

影響を与えるのか、十分に理解されてない。②専門家がそれぞれの立場から“専門意

見”を述べ、統一見解がない。③メディアによっては、バランスを欠く一面的な報道

をする例もあり、いたずらに国民の不安をあおる。 

 

放尃線・放尃能の影響について、国民の皆さんに正しく理解してもらい、不安

感を払拭するとともに、必要な対策を講ずる前提として、政府は科学的合理的な

根拠に基づくわかりやすい説明をすべきである。 

    【 例： 100 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以上の高線量になると、ガンになる確率 0.5％増、治

療以外は危険。100 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下は低線量で、発がんリスクは、喫

煙などの発がんリスクと見分けがつかないほど小さいとされる。原

発事故の収束過程等、放尃性物質の汚染地域で生活しなければなら

ない一般の人にとっては、できるだけ低いのが望ましいが、20 ﾐﾘｼ

ｰﾍﾞﾙﾄ以下なら生活しても問題はないとされている。(国際放尃線防

護委員会）※しかし、乳幼児、子どもには特別な配慮が必要。 

       

 

 

 （参考）：100 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄを超える比較基準として生活習慣病の発ガンリ

スク、喫煙 1.6、飲酒 1.4（日本酒で 1 日 2～3 合）、野菜不

足 1.06。 

自然界にある放尃線量は 1（日本）～10（ブラジル）、医療に

おける放尃線診断線量ＣＴ検査は、6.9 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ。 

例：規制基準とされる数値は、「１年間、飲み、食べ続けた場合の数値」 

例：内部被ばくと外部被ばく。外部被ばくは、放尃線量の問題だが、内

部被ばくは、放尃性物質を体内に取り込むため、その影響は大き

い。】 

 

 

Ⅲ．子どもの健康を守る。県民の健康を守る。 

 

 

 １、放尃線計量バッチの配布 

子供の安心、安全のために、必要な地域について、医療分野で放尃線技師等

が胸に着けているバッチ式積算線量計を子供に配布し、チェック。 

 

 ２、健康調査、健康診断 

    県民一人一人について、健康への影響を長期間にわたり調査。 

   放尃線の影響を継続的にチェックし、住民の健康相談、必要な健康診断を実施。 
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３、子どもの健康のための過ごし方 

   屋外活動を控えれば放尃線の影響は遮られるが、家に閉じこもってばかりで

はかえってストレスがたまり、子どもの成長や心身の健康に影響する。 

家庭や地域での過ごし方について専門的指針を策定。 

  

４、子ども、高齢者を主体とした被災者の心のケア 

    大震災の被災者は、生活環境の変化、将来への不安、放尃線の風評が被災者

を含め、様々な不安をあおり心の苦痛になっている。 

    子ども達には、地震とその時の怖さによるＰＴＳＤ（トラウマの後のストレ

スの病気）になってしまう危険性がある。子どもの心のケアに緊急に取り組む。 

    ＰＴＳＤは子どもだけではなく、大人にもおこる。大人の場合は、再体験（想

起）回避、過覚醒、不眠、イライラの症状、社会機能の低下として現れる。 

    大人の心のケアも必要だ。 

 

 

Ⅳ．農産物、加工食品、工業製品等の検査、安全証明、産業別風評災害対策 

 

「原発起因災害」の特徴は、風評被害が農業、加工食品、観光等にとどまらす、工

業製品に至るまで、影響する産業が多岐にわたり、「風評災害」化していること。「風

評災害」を克服し、地域の産業の復興再生を支援。 

 

１、 農産物、加工食品 

  農産物の出荷時期に検査、安全証明（「安全シール」の添付）、検査体制を充実 

検査により安全が証明されたものについて、安全宣言で安全をアピール 

   風評被害克服キャンペーン 

 

２、 観光 

   県内の観光地は、風評被害により観光客が激減。観光産業はすそのが広く、

加工食品、地域特産品の小売等関連産業に影響。観光産業の活性化はいかに人

を呼び込むか。国、自治体が総力をあげて、温泉組合等関連団体と連携し、「が

んばろう！福島」（仮称）プロジェクト等のキャンペーンを実施。 

 

３、 工業製品等産業別風評被害対策、産業再生へ 

   工業製品、建築資材等、産業別に風評被害を調査 

   根拠のない風評被害について国が是正指導 

   輸出用製品等について検査、安全証明 

 

４、 政府広報 

   国は農産物、加工食品、観光、工業製品等の風評被害を防止するため、政府

広報により国を挙げて、国、自治体の取り組みをアピール、風評被害克服、地

域安全キャンペーン等。 
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Ⅴ．風評被害への適切な補償 

 

１、規制と補償は一体 

    福島県の農産物は、総理指示により県全域を対象に一律に出荷制限・摂取制

限。出荷制限等の規制による直接被害、風評被害は一義的には東電、最終的に

は国が責任をもって万全な補償。 

 ２、風評被害と相当因果関係 

    原発事故に起因する風評被害は、農業はもとより加工食品、観光から建築資

材、製造業の生産現場等に至るまで広範囲に拡がり、業種を問わず幅広い分野

で企業活動が大きな打撃を受ける。相当因果関係の範囲において適切に補償。 

 

 

 

Ⅵ．「原発起因災害」への国の財政支援「原発起因災害交付金」を創設 

 

校庭の表土の除去、田畑の除染、各種検査、安全証明、健康調査、健康診断、心の

ケアには多額の財政支出が伴う。 

国直轄で実施するものを除き、自治体には大きな財政負担。被災した自治体は、今

後大幅な税収減も予測され、自治体、国民の責めに帰せざる費用について、「災害」

として、国が責任を持って財政支援。 

「原発起因災害」対策は個別の対策の必要性が地域により異なり、補助金はもとよ

り、自治体がニーズに応じて柔軟に対応できる「原発起因災害交付金」を創設。さら

に、特別地方交付税も傾斜配分。 

 

 

Ⅶ．雇用の確保、企業再生、地域の活力を取り戻す 

 

企業が復活しなければ雇用は生まれない。雇用が復活しなければ復興はない。 

復興のためには企業の再建、産業競争力の強化が不可欠。原発事故の収束と併せて

雇用の確保、企業の再生に今すぐできることから緊急に取り組む必要がある。 

 

１、 二重ローン対策、「地域創造復興国策ファンド」を創設 

企業はリーマンショック後、既存債務の信用保証、利子補給、繰り延べを受け

ている。さらに、震災により設備、財産を既存、新規の融資を受ければ二重の債

務を負う。 

二重ローン対策は復興のために不可避的に重要だ。既に、復旧、復興のための

信用補完の拡充、公的な低利融資制度も拡充、強化された。しかし、融資だけで

企業を再建することは、極めて困難、融資には限界がある。必要なのはニューマ

ネー、特に資本、中小企業に直接資本を出資、注入する新たな仕組み、「地域創

造復興国策ファンド」が必要だ。 
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「地域創造復興国策ファンド」は、地域金融機関、政府系金融機関と連携し、

資本の出資（種類株等）を中心に、既存債務の買い取り、債務の株式化、新規融

資等により、被災地中小企業再生への国家的投資として捉え、従来の発想を超え

た大胆な企業再生に取り組む。 

「地域創造復興国策ファンド」は、国の資金と共に被災地を応援する日本国中

の資金を求める。 

  

２、警戒区域等の科学的、合理的な見直し 

   原発の警戒、避難区域等立ち入りが制限された区域に拠点を持つ企業は７千社

（震災前の雇用２万人超）、多くの企業は事業継続のめどが立たず、運転資金に

も窮している。企業の移転、廃業が続けば、雇用の受け皿が減尐、地域の復興も

遅れる。警戒区域内は放尃線量の低い地域もあり、区域内の放尃線量を詳細に調

査し、低線量の地域は立ち入り制限を解除し、企業活動を再開させる必要がある。

警戒区域設定の目的と雇用の確保、企業再生と比較考慮し、立ち入り制限は、科

学的、合理的に、必要な限度に絞り込むべきである。 

   

 ３、警戒区域等の地域再生行程表を急げ。希望の選択肢を示せ 

警戒区域等は立ち入りが制限され、十万人に及ぶ県民が将来の展望が全く見出

せないまま放置されている。原発事故収束工程表は策定された。再爆発の可能性

も低く、原発敷地内からの放尃線量も低下し、飛散を封じ込める対策も予定され

ている。政治家は現実を直視し、今からでもすぐに対策に取り組め。今からでも

すぐに全域の放尃線量を調査し、まず土壌の検査、除染に取り掛かることを手始

めに、安全、安心を確保し、地域住民の意向を踏まえながら、「地域再生工程表」

をつくり、福島県の被災者に希望の選択肢を示すべきだ。 


